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本
市
の
姉
妹
都
市
・
モ

ン
テ
ベ
ロ
市
（
米
国
カ
リ

フ
ォ
ル
ニ
ア
州
）
か
ら
、

第
四
十
六
回
学
生
親
善
使

節
の
二
人
が
訪
れ
ま
す
。

　

二
人
は
、
八
月
三
日
か

ら
二
十
三
日
ま
で
の
三
週

間
、
市
内
の
家
庭
に
一
週

間
ず
つ
ホ
ー
ム
ス
テ
イ
し
、

日
本
と
り
わ
け
芦
屋
の
文

化
に
つ
い
て
学
び
ま
す
。

　

滞
在
中
は
、
市
長
表
敬

訪
問
や
市
内
見
学
、
浜
風

小
学
校
・
国
際
高
等
学
校

等
を
訪
問
し
、
市
民
の
皆

さ
ん
と
交
流
し
ま
す
。

　

彼
ら
を
見
か
け
る
こ
と

が
あ
れ
ば
、
声
を
か
け
る

な
ど
、
温
か
く
迎
え
て
い

た
だ
け
れ
ば
幸
い
で
す
。
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　執 筆・読 書・音 楽
鑑賞、テレビ観賞、
グラフィックデザ
イン。新聞記者とな

り、腕を磨いて、ポップカルチャー
（大衆文化）・音楽・ファッション・芸
術・文学・旅行など、若者層対象の自
分の雑誌を出版したいと思います。
��������
　2007年に姉がホスト親善使節を務
め、私も姉妹都市交流プログラム準
備にも携わり、次第に日本の芦屋へ
行くことを望むようになりました。
　姉は2008年に日本を訪問し、ホス
トファミリーのかたと生涯の友人に
なりました。姉がその親交をずっと
大切にしてきたことを見てきたので、
私自身も、また日本からの学生と友
達になって、姉と同じ経験をしたい
と思い始めました。
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　読書・編み物のほか、
ブラスバンドでクラ
リネットを７年間担
当しています。
　映画の制作にも取り組んでおり、
いずれ自分のスタジオを立ち上げた
いと考えています。また、姉妹と一
緒に世界旅行もしたいと思います。
��������
　日本の芦屋を訪問したいのは、昔
から日本の文化に興味をもっていた
からです。
　昨年夏にホスト親善使節を務めた
おかげで、文化の違いや興味深さに
気付かされました。芦屋を直接訪れ
ることによって、その文化をよりよ
く知りモンテベロの人々に伝えたい
と思います。普段接していない文化
に、もっと多くの人々が関心を持つ
必要があると思います。
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　学生親善使節との交流を通して、楽しく国際交流をしてみませんか。どなたでも
ご参加いただけます。必ず事前に、国際交流協会へ電話でお申し込みください｡
�������	
���������������	
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���　①８月４日（水）午後６時30分～８時30分／②８月21日（土）午後６時～８時
���　市民センター301室　���　各100人　����　一品持参（市販品・飲み
物可）できないかたは、一般2,000円（学生1,000円）
�������������	
��	�����
���　８月５日（木）午後１時～５時〈予定〉　���　国際交流協会事務所
�����������������	
���
���　８月６日（金）午後６時～７時30分　���　ラ・モール芦屋１階ロビー　
����　一般500円/小・中・高生300円/幼稚園以下無料　�����　直接会場へ
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　ひとり親家庭の父または母がその児童（次のいずれかの要件
に該当）を監護し、かつ生計を同じくする場合には、「児童扶養手
当」が支給されます。＊ただし、所得制限があります。
������　①父母が婚姻を解消した児童②父または母が死亡
した児童③父または母が一定程度の障がいの状態にある児童④
父または母の生死が明らかでない児童⑤その他（父または母に
１年以上遺棄されている児童、父または母が１年以上拘禁され
ている児童、母が婚姻によらないで懐胎した児童など）
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　子ども手当は、中学校修了前（平成７
年４月２日以降生まれ）の児童を養育
しているかたに、所得に関係なく支給
されます。＊詳細については、下記へ
����　対象児童１人・月額13,000円
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���　７月17日
（土）①午前10時～
②午後１時～③午
後３時40分～　�
��　ルナ･ホール

���　吉永小百合・笑福亭鶴瓶・蒼井
優・加瀬亮・小林稔侍・加藤治子／山田
洋次監督作品〈126分〉　����　中
学生以上1,000円・小学生500円〈当日券
のみ〉＊広報紙掲載記事部分持参で、中
学生以上200円引き
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���　７月21日
（水）午後６時30分～
（６時開場）　��
�　ルナ･ホール�
��　リヨン少年

合唱団・芦屋少年少女合唱団　���
�　一般2,000円（当日2,500円）・中学生
以下1,000円（当日とも）　�����
���　市民センター事務所・市役所
売店・芦屋少年少女合唱団事務局
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���　８月11日（水）午
後６時30分～（６時開場）
���　ルナ･ホール　
���　バッテリー・ダン
ス・カンパニー/Dancing To 
C o n n e c t 2 0 1 0 / 河合
美智子・佐藤知子　���

�2,500円　��������　市民
センター事務所・グリル業平・市役所売
店・ローソンチケット（Ｌコード53207）

�������	
������
���　８月21日（土）午後２時30分～
（２時開場）　���　ルナ･ホール　
���　井上あずみ・古寺ななえ（ピア
ノ）/市内小学生の合唱団〈合唱指導・玉
置喜美男〉　����　一般2,000円
（当日2,500円）・中学生以下
1,000円（当 日1,500円）　�
�������　市民セ
ンター事務所・グリル業
平・市役所売店・ローソン
チケット（Ｌコード53218） �����
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　国籍要件や海外在住により、国民年金の受給資格期間を
満たせず無年金者となっているかたに、給付金を支給します。
　対象者は、身体障害者手帳１～３級、療育手帳Ａ・Ｂ１、精
神障害者保健福祉手帳１・２級を所持し、次の要件に該当
する20歳以上のかたです。
�������	�
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　※詳細は、下記へお問い合わせください。
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　総合的な保健・福祉サービスの提供を目的とした「芦屋市保健福祉センター」
が、７月17日（土）、呉川町にオープンすることとなりました。
　「保健福祉センター」では、館内に保健セン
ター・子育てセンターや福祉の総合相談窓口
などを設置し、地域福祉の拠点として７月20
日（火）から業務を開始します。
　なお、業務開始に先立ち、次のとおり市民の
皆さんに施設内部を公開します。
�������
���　７月17日（土）午後１時～３時　
���　保健福祉センター（呉川町14-9）
　＊上記時間内に、自由にご見学ください。
　＊車でのご来場はご遠慮ください。
�������	
�����
���　総合相談窓口、社会福祉協議会、エントランスホール、就労支援カフェ、
　　　　歯科センター、水浴訓練室、障がい機能訓練室、運動室など
���　子育て支援センター、介護予防センター、ボランティア活動センターなど
���　保健センター、各種健診会場、特別支援教育センター、調理・実習室、
　　　　多目的室、会議室など
���　地域活動支援センター（芦屋メンタルサポートセンター）
�������	
��
�������	
������������������������
　����心身の発達やことばに心配のある、障がい者手帳所持の子ども
　����身体機能訓練・水慣れ訓練・療育訓練
　＊事前相談を実施（申し込み・予約が必要）
�������	�
���������������	
����������
　移転に伴い、業務一時休止（７月13日～16日）
�������	��������	
�����
�������	��������	

��
　移転に伴い、つどいのひろば「むくむく」は22日から実施
�������	
�����������	

�
　芦屋ハートフル福祉公社から移転。業務内容に変更なし

�
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●平日の昼間は水道部へ
お尋ねください。

●土曜日・日曜日・祝日
は市役所（�31-2121）
へお尋ねください。

●夜間の修理は右の業者
が待機しています。
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現
在
、
整
備
中
の
月
若
公
園
の
地
下
に

新
し
く
自
転
車
駐
車
場
が
整
備
さ
れ
、
七

月
一
日
か
ら
の
開
設
に
伴
い
、
自
転
車
の

定
期
利
用
者
を
募
集
し
て
い
ま
す
。

　

ま
た
、
今
回
の
整
備
に
伴
い
、
一
時
利

用
も
可
能
と
な
り
ま
し
た
。

【�
�
�
�
�
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�
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�
�
�
�
　

月
若
町
四
番
二
五
号

�
�
�
�
�
　

午
前
六
時
〜
午
前
〇
時

�
�
�
�
�
　

直
接
窓
口
へ（
先
着
順
）

　
　
　
　
　
　
〈
電
話
申
し
込
み
不
可
〉

�
�
�
�
�
　

左
表
の
と
お
り

　

五
月
二
十
三
日
に
開

催
さ
れ
た
兵
庫
県
立
三

木
総
合
防
災
公
園
で
の

「
み
ど
り
の
愛
護
の
つ

ど
い
」で
、花
と
み
ど
り

の
愛
護
に
顕
著
な
功
績

の
あ
っ
た
団
体
と
し
て
、

Ｐ
Ｍ
Ｏ
あ
し
や（
国
土

交
通
大
臣
表
彰
）と
レ

ス
タ
ー
ジ
ュ
芦
屋
北

棟
・
南
棟
グ
リ
ー
ン
ク

ラ
ブ（
兵
庫
県
知
事
表

彰
）の
市
内
二
団
体
が

表
彰
を
受
け
ま
し
た
。
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　自転車での事故を未然に防止するため、
自転車を利用されるかたは、安全運転に
ご協力ください。
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　市では、低公害車の普及を図るため、事業者等が低公害
車を購入しようとする場合に、次のとおりその購入資金
の一部を助成します。
���　市内に事務所または事業所を有する個人および

法人で、次に定める低公害車を購入しようとする場合　�����　電気
自動車、メタノール自動車、天然ガス自動車、ハイブリッド車（いずれも新車
に限る）　�����　車両本体等の価格の５％（上限10万円）　����
�　おおむね16件（先着順）　�����　７月１日（木）から、所定の申請
用紙に、①市内に事務所・事業所を有することを証明できる書類（法人市民
税納税証明書等）②購入する車のカタログおよび見積書を添付し、下記へ
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　介護保険料の決定通知書を、７月中旬に送付します。保険料は、本人の前年の所得や
家族の市民税課税状況に応じて決定されます。
�������	
���
�������	
�����　年金を年額18万円以上受給のかたは、原則として年金
　からの天引きとなります。ただし、保険料額の変更や普通徴収になる場合があります。
�������	
����������　年間保険料を７月から翌年の２月までの
　８期に分けてお支払いいただきます。ただし、特別徴収が開始した場合には、普通徴収
　の回数が変わりますのでご注意ください。
※昨年度の所得が低いかた等は、減免される場合があります。上記へご相談ください。

　アリゾナ州からニューメキシコ州のローズバーグ
まで、さまざまな人を乗せて走る駅馬車。その旅の
間に展開するさまざまなドラマを描いた不朽の名作。

＜1939年／アメリカ映画（モノクロ）／95分＞

����　７月31日（土）〈＊各30分前に開場〉
　　　　　①午前10時30分～午後０時５分
　　　　　②午後２時～３時35分　
����　上宮川文化センター３階ホール　
����　中学生以上500円（当日券のみ）
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　国民健康保険の保険料率は、「医療給付費分」・「後期高齢者支援金等分」と、40歳以上65
歳未満のかたが対象の「介護納付金分」からなります。

＊いずれも、「所得割額」・　
　「均等割額」・「平等割額」の
　合計額です。

＊保険料率は、昨年度と同
　一に据え置いています。

　国民健康保険に加入されている世帯には、７月中旬に「国民健康保険料納額通知書」を
送付します。例年、納額通知書発送後は電話や窓口での問い合わせ等で大変混雑します。
　お待たせすることがあるかもしれませんが、ご理解いただき、ご了承ください。
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　「平成22年度後期高齢者医療保険料額決定通知書」を、７月中旬に送付します。後期
高齢者医療制度では、被保険者それぞれに保険料をお支払いいただきます。
�������	
���
�������	
�����　特に手続きは必要はありません。また、口座振替に
　よる支払いに変更することができます。詳しくは、医療助成担当へご相談ください。
�������	
����������　７月から３月まで毎月納付いただきます。
　年金の受給額が年額18万円未満のかた、後期高齢者医療制度の保険料と介護保険料の
　合計額が年金受給額の２分の１を超えるかたが対象です。
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　被保険者証の更新時期は、毎年８月１日です。７月中旬に新しい被保険者証を送付し
ますので、８月１日から、新しい被保険者証を医療機関等の窓口で提示してください。
※現在「減額認定証」を所持されかつ８月以降も引き続き対象となるかたには、７月中旬
　に新しい「減額認定証」を「被保険者証」と一緒に送付する予定〈申請は不要〉です。
※世帯員全員が住民税非課税で、現在「減額認定証」をお持ちでない場合は申請が必要です。
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　1.70％　1.90％5.20％� � � �

   9,360円   9,000円 27,240円� � � �

   4,920円   6,720円 20,640円� � � �

100,000円120,000円470,000円 �����


